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学校教育法施行規則第150条第３号の専修学校の高等課程等を

定める告示の一部を改正する告示の施行について（通知） 

 

 この度、学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第150条第３号の規定に基づ

き、学校教育法施行規則第150条第３号の専修学校の高等課程等を定める告示の一部を

改正する告示（令和４年文部科学省告示第109号。以下「改正告示」という。）が令和４

年８月22日に公布、施行されました。改正告示により指定された専修学校の高等課程を、

文部科学大臣の定める日以降に修了した者には、大学入学資格が与えられることとなり

ますので、事務処理上遺漏のないようお取り計らい願います。 

 また、御参考までに、改正告示及び改正告示による改正後の学校教育法施行規則第15

0条第３号の専修学校の高等課程等を定める告示（平成17年文部科学省告示第167号）を

別添しますので、併せて御参照ください。なお、文部科学省ホームページに掲載してい

る、文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の一覧についても、近日中に更新する

予定です。 
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